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巻頭言巻頭言 東日本大震災を経験して

平成23年3月11日、東日本大震災という
千年に一度といわれる大災害が発生いたしました。
大震災の犠牲となられた皆様のご冥福をお祈りいたしますとともに、
被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。

医療救護班第1班（福島県白河市にて）
右より：坂東敬介医師・大谷佳子看護師・檀浦　裕医師
小玉尚子看護師・大下直宏薬剤師

東日本大震災における市立札幌病院の対応
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16:17　被災患者の緊急搬入に備え、関係者は携帯電話
             等連絡のつく体制をとるよう全職員あて指示
16:34　被災患者受け入れのため、救命救急センターの
             入院患者を院内他病棟へ転棟
　　　　 救命救急センターで被災患者受入体制確立
EMIS（イーミス：広域搬送システム）等活用し、現地
DMATから情報収集
札医大等DMAT派遣により、市内の重症患者の当院搬入
増加
被災地における透析入院患者、化学療法（悪性腫瘍）患
者、ハイリスク妊婦、婦人科悪性疾患患者等の受入体制
確立
宮城県からの要請があり、透析入院患者５名受入体制確立
被災地域の胸部疾患手術予定患者等の受入体制確立
医療救護班の派遣を道に報告（医師1名、看護師2名、医
療技術職１名を１週間程度のローテーションで派遣予定）
静療院において、４名の入院受入を決定（小児特殊2、
自閉症2）
仙台市立病院への支援物資として、酸素カヌラ200個
を決定
被災地より人工透析患者3名を受入（入院）
酸素カヌラ200個を搬送業者へ引渡
道の心のケアチームの一員として静療院から宮城県気仙
沼市へ職員を派遣（医師1名、臨床心理士1名、他1名）
福島県白河市へ医療救護班（計５名　医師２名、看護師
２名、薬剤師１名）を派遣　活動期間：4/1～4/5
静療院から心のケアチーム第２班（計３名　医師１名、
臨床心理士１名、精神保健福祉士１名）を派遣、第１班
と交代　活動期間：3/31～4/4
福島県白河市へ医療救護班第２班（計５名　医師２名、
看護師２名、薬剤師１名）を派遣
派遣期間：4/6～4/10
静療院から心のケアチーム第３班（計３名　医師１名、
臨床心理士１名、看護師１名）を派遣、第２班と交代
活動期間：4/5～4/9
静療院から心のケアチーム第４班（計３名　医師１名、
臨床心理士２名）を派遣、第３班と交代
活動期間：4/10～4/16
心のケアチーム第５班（２名　医師１名、セラピスト１
名）が出発。同日より活動開始。
活動期間：4/20～4/24
宮城県気仙沼市へ医療救護班第３班（計５名　医師２名、
看護師２名、薬剤師１名）を派遣
活動期間：5/11～5/15
透析患者３名が退院（気仙沼市へ離道）

　巨大地震、大津波、そして制御不能となった原発事
故まで発生し、依然として収束、復興のめどは立って
いないようでありますが、市立札幌病院では、今回の
大震災に対して別表に示したような対応をとりまし
た。主なものをあげますと、①総勢28名の医療救護
班の派遣（「医療救護班」３班（1，２班は福島県白
河市へ、３班は宮城県気仙沼市本吉へ）、静療院から
の「心のケアチーム」５班（宮城県気仙沼市））②被
災透析患者の受け入れ（３名、気仙沼市より）③物資
の提供（仙台市立病院の要請で、酸素カヌラ提供）④
その他（⑴被災患者受け入れの体制準備、⑵札幌医大
病院、北海道医療センター、手稲渓仁会からの
DMAT出動によって生じた札幌市内三次救急手薄状
態に対応した重症患者受け入れ体制の確立、⑶放射線
測定器具やガラスバッチの提供、等）でありました。

　高度、先進的医療をめざすとともに、地域医療への
貢献も公立病院である当院の大きな役割の一つである
と考えております。今回の震災に関しては医師、看護
師、薬剤師、臨床心理士、精神保健福祉士などの職員
が率先、希望して当院からレンタカーを運転しながら
被災地に入りました。また、この救護チームの派遣に
際しては、総務課職員が北海道や現地との連絡、調整
やレンタカーの調達、さらにはフェリーや現地での宿
泊の確保などに精力的に取り組みました。このような
病院一丸となった取り組みを地域連携の面でも行って
いくつもりでありますので、関係各位には今後ともご
理解とご協力をどうぞ、宜しくお願い申しあげます。

札幌市病院事業管理者
市立札幌病院長

吉田　哲憲
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　病理診断は、病気の最終診断であり、病院の診療に
は欠かせないものです。特に、癌の診療では、病理診
断に基づいて患者さんの治療方針が決定されるといっ
ても過言ではありません。病理診断は、通常各診療科
の担当医師によって患者さんに伝えられるため、病理
医の存在は一般にあまり知られていません。古くはア
ーサー・ヘイリーの小説「最後の診断」、最近では、
海堂尊（彼自身も病理医です）の小説などを通して知
っておられる方も多いと思います。

　市立札幌病院では、昭和40年（1965）に伊藤哲
夫先生を医長として中央検査科病理が新設されまし
た。平成2年（1990）に病理科として中央検査科か
ら独立し、政令改正後の平成22年（2010）に病理
診断科として診療科の仲間入りを果たしました。現
在、病理医4人（常勤3人、嘱託1人）で病理診断業
務を行っています。部長の深澤雄一郎は、ただ一人
50代後半で、日本でも数少ない腎病理医です。私以
外の3人、辻隆裕、柳内充、藤田裕美は30代でこれ
からの病理を背負っていくホープたちです。 
　病理診断科は院内の全臨床科に対応しており、まさ
に人間のあらゆる臓器のあらゆる疾患の診断が求めら
れています。また、免疫組織化学や遺伝子検索により
分子標的薬の適応を決める役割も担っています。我々
の診断が患者さんの治療方針に大きく関わっています
ので、毎日、その重圧を感じながら診療に励んでおり
ます。

病理診断科
部長

左より：柳内副医長・深澤部長・辻副医長

深澤　雄一郎

REGULARREGULAR 病 理 診 断 科
CLOSE UP
CLOSE UP

　当病理診断科の特徴は、腎生検診断を専門にしてい
るということです。当院の腎生検診断の歴史は長く、
昭和47年（1972）に開始されています。 腎生検診
断では通常の組織診ばかりでなく、蛍光抗体法と電子
顕微鏡検査が診断に欠かせないのです。開始された当
時から、最先端の病理診断技術があったということで
す。現在では，院内の腎臓内科，腎臓移植外科ばかり
でなく、地域の専門病院から多数の検体が送られてき
ます。年間900件、累積20,000件の腎生検は日本
国内で有数の症例数です。

　「病理医は患者を診ない医者である」という殻を破
ろうと、患者さんにご希望があれば、患者さんに直接
会って病理診断を説明するという事業を開始していま
す。目的は、患者さんが自分の病気をよく知っていた
だき、治療に対して前向きの選択をしてもらいたいと
いうことです。まだ事例は少ないですが、病理診断科
外来を開設する前段階として研鑽を積んできたいと思
っています。地域の先生方のお役に立つことがあれ
ば、何なりとご相談ください。

は じ め に

当 科 の 概 要

当 科 の 特 徴

こ れ か ら

ＩｇＡ腎症の組織像




